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６監査公表第１号 

地方自治法第199条第１項及び第４項の規定により監査を実施したので、同条第９項並

びに福岡市監査基準第18条及び第20条第１項の規定によりその結果を公表する。 

令和６年２月29日 

福岡市監査委員  阿 部 真之助 

同        篠 原 達 也 

同        水 町 博 之 

同        本 野 正 紀 

 

監査の結果に関する報告について 

 

地方自治法第199条第１項及び第４項の規定により監査を実施したので、同条第９項及

び福岡市監査基準第15条第１項の規定によりその結果に関する報告を提出する。 

 

１ 監査の種類 

福岡市監査基準第３条第１項第１号及び第２項の規定に基づく財務監査（定期監査） 

２ 監査の対象、区分及び実施期間 

(1) 監査の対象事務 

事務監査は各局及び行政委員会所掌の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理等を、工事監査は各局及び行政委員会所掌の工事等を対象として実施した。 

(2) 監査の対象局等、区分及び対象期間 

ア 総務企画局 

（事務監査）令和２年12月から同５年10月まで 

（工事監査）令和３年４月から同５年３月まで 

イ 財政局 

（事務監査）令和２年12月から同５年10月まで 

（工事監査）令和３年４月から同５年３月まで 

ウ こども未来局 

（事務監査）令和元年９月から同５年９月まで 

（工事監査）令和３年４月から同５年３月まで 

エ 経済観光文化局 

（事務監査）令和元年９月から同５年９月まで 

（工事監査）令和３年４月から同５年３月まで 

オ 道路下水道局 

（事務監査）令和２年10月から同５年９月まで 

（工事監査）令和３年４月から同５年３月まで 
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カ 消防局 

（事務監査）令和２年10月から同５年10月まで 

（工事監査）令和３年４月から同５年３月まで 

キ 交通局 

（事務監査）令和２年10月から同５年９月まで 

（工事監査）令和３年４月から同５年３月まで 

ク 教育委員会 

（事務監査）令和元年８月から同５年10月まで 

（工事監査）令和３年４月から同５年３月まで 

(3) 監査実施期間 

（事務監査）令和５年８月17日から同年10月12日まで 

（工事監査）令和５年６月29日から同年10月31日まで 

３ 監査の実施内容及び着眼点（評価項目） 

監査は、前記の対象事務が、合規性・正確性に加え、経済性・効率性・有効性の視点

から、適正かつ効率的に行われているか等を主眼として、事務監査は別表１の課等にお

いて抽出した諸帳簿等関係書類を、工事監査は別表２から別表８までの工事等に係る関

係書類を検査するとともに、関係職員から説明を聴取し、必要に応じ現地調査を実施し

た。 

なお、事務監査では、対象部署の業務内容等を踏まえた具体的な部ごとの重点事項と

して「物品管理事務」等を設定するとともに、複数の部局に共通する事務事業の中から

横断的にチェックする重点事項として「会計年度任用職員事務」及び「個人情報の管理

に関する事務」を設定し監査を実施した。 

また、工事監査では、「計画」、「設計」、「積算」、「契約」、「施工」、「検査」、「維持管

理」及び「委託」に分類し、複数の部局を横断して重点的に監査を実施する事項（重点

事項）として「契約変更」を設定し、総合評価落札方式により契約された工事について

は、落札者の選考過程について、さらに契約金額が250万円以下の小規模工事等につい

ては、「原課契約における契約事務について」をテーマとして監査を実施した。 

４ 監査の結果 

監査の結果は、おおむね良好と認められたが、一部の局等において注意、改善を要す

る事項が見受けられた。 

（事務監査） 

(1) 局別監査 

ア 総務企画局 

特に指摘する事項はなかった。 

イ 財政局 

(ｱ) 会計年度任用職員事務について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの 



 - 3 - 

パートタイム会計年度任用職員の年次有給休暇（以下「年休」という。）の取

得単位は１日又は１時間とされており、時間単位で年休を取得する場合、年度当

初に付与された１日単位の年休を時間年休に換算して取得することとなる。また、

一の年度において時間年休に換算できる日数は、勤務時間の区分に応じて10日の

範囲内とされている。 

しかしながら、令和４年度において、時間年休に換算できる上限日数（10日）

を超えて申請された１時間単位の年休を誤って承認していた。また、上限を超え

た部分は１日単位の年休となることから、年休付与日数を超えた部分は欠勤等

（正規の勤務時間中に勤務しないために給与を減額される場合をいう。）となる

が、減額せずに支給していた。 

会計年度任用職員に係る事務については、関係法令等に則り、適正に行うよう

十分注意されたい。 

（総務資金課） 

(ｲ) 給付の対価の速やかな支払いについて（意見） 

給付の対価は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき、給付の完了

の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金

については40日、その他の給付に対する対価については30日以内に支払わなけれ

ばならず、期限までに対価を支払わない場合は、遅延利息を支払わなければなら

ない。また、同法の趣旨に鑑みると、請求書が提出されない場合も漫然と放置せ

ず、請求書の提出を催促するなどして、早期の支払いに努める必要がある。 

これまでの監査において、同法に定める期限までに対価を支払っていないもの、

遅延利息を支払っていないもの、支払いまでに長期日数を要しているもの等、給

付の対価の支払いに関する不適切な事務処理が多数見られたことから、再三にわ

たり指摘・指導を行ってきたところであるが、今年度の監査においても、複数の

局等で同様の不適切な事務処理が見られた。 

契約事務の所管課においては、関連法令の周知徹底や、各所属が速やかに対価

を支払うための方策を検討するなど、再発防止に取り組まれたい。 

（契約監理課関連） 

ウ こども未来局 

特に指摘する事項はなかった。 

エ 経済観光文化局 

委託契約事務について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの 

委託契約に当たっては、福岡市契約事務規則等に則り、適正に処理しなければな

らない。しかしながら、令和２年度及び同４年度の「福岡市史編さん業務委託」に

おいて、前金払で委託料を支出していたが、令和２年度の成果物である「資料編 

古代１」及び同４年度の成果物である「民俗編三」について、履行期間内に現物が
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納品されていないにもかかわらず、業務完了と認めていた。なお、実査日（令和５

年９月14日）現在納品されておらず、また、納品がないにもかかわらず、受領した

ものとして物品出納簿を作成していた。 

適正な事務処理が行われるよう、契約のあり方を含め、早急に対策を講じられた

い。 

（博物館市史編さん室） 

オ 道路下水道局 

特に指摘する事項はなかった。 

カ 消防局 

物品（タクシー乗車券）管理事務について適正な事務処理を行うよう注意を求め

るもの 

タクシー乗車券の交付に当たっては、責任者は、使用目的、理由等を確認し、必

要性を判断したうえで、必要な乗車券のみに押印して交付しなければならない。し

かしながら、令和５年度におけるタクシー乗車券未使用分について、責任者印をま

とめて押印しているものが多数見受けられた。 

タクシー乗車券は金券であり、事故防止の観点からも、福岡市タクシー借上事務

取扱要綱等に基づき適正に管理し、交付するよう十分注意されたい。 

（博多消防署予防課） 

キ 交通局 

委託料の支払いについて適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの 

支払いは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律により、適法な支払請求を受

けた日から30日以内に行わなければならない。また、支払いが遅延した場合は、政

府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき遅延利息の額を計算し、遅延利息を

支払わなければならない。しかしながら、令和５年度の「交通局本局庁舎清掃業務

委託」の支出において、令和５年５月から同年７月までの各月の委託料について、

業務完了届の提出を受け完了検査後、適正な請求書を受領しているにもかかわらず、

支出負担行為に係る事業ごとの按分額に誤りがあり、その修正手続きに時間を要し

たとの理由で、実査日（令和５年９月22日）現在支払いが行われていなかった。 

委託料の支払いに当たっては、適正な事務処理を行われたい。 

（総務課） 

ク 教育委員会 

(ｱ) 会計年度任用職員事務について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの 

パートタイム会計年度任用職員に係る事務において、次のような事例が見受け

られた。 

関係法令等に則り、適正に行うよう十分注意されたい。 

Ａ 労働基準法第15条では、「使用者は労働者に対して賃金、労働時間その他の
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勤務条件を明示しなければならない。」とされており、会計年度任用職員の勤

務時間等については、標準的な勤務時間及び業務上の理由等から各職に応じた

勤務時間の帯区分等を定め、所属長が各職に応じた勤務時間等を勤務条件通知

書により本人に通知している。しかしながら、令和２年度、同３年度、同４年

度及び同５年度について、勤務条件通知書に記載していない勤務時間（標準的

な勤務時間を含む。）に、割振りを変更しているものがあった。 

Ｂ また、勤務条件通知書には、時間外勤務は「１日の勤務時間が７時間45分を

超えない範囲で、必要に応じ時間外勤務を命じることがある」としている。し

かしながら、令和４年度及び同５年度の上記Ａの勤務時間の割振り変更の際に、

７時間45分を超えて勤務させているものがあり、時間外勤務手当を支給してい

なかった。 

Ｃ パートタイム会計年度任用職員の年次有給休暇（以下「年休」という。）の

取得単位は１日又は１時間とされており、時間単位で年休を取得する場合、年

度当初に付与された１日単位の年休を時間年休に換算して取得することとなる。

また、一の年度において時間年休に換算できる日数は、勤務時間の区分に応じ

て10日の範囲内とされている。しかしながら、令和４年度について、時間年休

に換算できる上限日数（10日）を超えて申請された１時間単位の年休を誤って

承認していた。また、上限を超えた部分は１日単位の年休となることから、年

休付与日数を超えた部分は欠勤等（正規の勤務時間中に勤務しないために給与

を減額される場合をいう。）となるが、減額せずに支給していた。 

（健康教育課） 

(ｲ) 報償費等の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの 

報償費、借損料及び委託料の支出において、次のような事例が見受けられた。 

速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。 

Ａ 報償費の支出については、実施確認後、速やかに支払わなければならない。

しかしながら、「令和３年度学校プール衛生管理研修会 講師謝礼金」の支出

において、実施確認後、支払いまでに長期日数を要していた。 

Ｂ 給付の対価は、履行完了確認後、債権者からの請求により支払わなければな

らない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促を行

い、速やかに支払う必要がある。しかしながら、「令和元年度福岡市就学時健

康診断業務委託（内科等）」及び「平成31年度福岡市立高等学校等生徒結核健

康診断に係るエックス線検査等業務委託」に係る委託料並びに「平成31年度福

岡市立学校健康診断用医療器具（耳鼻科器具）賃貸借」、令和２年度「高宮中

学校外13校扇風機賃貸借４月分」及び「高宮中学校外13校扇風機賃貸借５月分」

に係る借損料の支出において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要し

ていた。 
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（健康教育課） 

(ｳ) 委託料の支払いについて適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの 

支払いは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき、契約書等で適法

な支払請求を受けた日から30日以内に行わなければならないとしている。また、

支払いが遅延した場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき遅延

利息の額を計算し、遅延利息を支払わなければならない。しかしながら、令和３

年度「学校給食廃棄物の搬出処理業務委託（博多小学校外19校）（１月分）」外11

件に係る委託料の支出において、請求日から30日を超えて支払っていた。 

委託料の支払いにあたっては、適正な事務処理を行われたい。 

（給食運営課） 

(ｴ) 公有財産の管理について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの 

公有財産は、地方自治法及び福岡市公有財産規則（以下「規則」という。）に

基づき、適正に管理しなければならない。また、自動販売機を設置させる場合は、

地方自治法、規則及び「自動販売機を設置させる場合の取扱いについて」（平成

21年９月18日財政局長通知）の規定に基づき、目的外使用許可及び使用料等の徴

収を行わなければならない。しかしながら、次のような事例が見受けられた。 

自動販売機の設置に当たっては、適正な事務処理を行われたい。 

Ａ 行政財産に自動販売機を設置しようとする者は、規則で定める方法により、

行政財産の目的外使用許可を申請する必要がある。また、中学校長が行う校舎

及び校庭の使用許可は、一時的な使用で使用料の徴収を伴わない場合に限られ

ており、自動販売機の設置を許可することはできない。しかしながら、令和元

年６月20日、姪浜中学校長（当時）は、自己の職氏名により設置事業者と協定

を締結し、校舎に飲料用自動販売機１台を設置させていた。また、協定書には、

校長が「自動販売機設置に関して契約締結をする権利を正当に有することを保

証する。」と記載していた。 

Ｂ 行政財産の貸付け又は目的外使用許可に係る貸付料又は使用料は、規則の規

定に基づき、設置事業者から徴収する必要があるが、協定書において、貸付料

又は使用料に相当する「販売手数料」を無料としており、徴収していなかった。 

Ｃ 行政財産の貸付け又は目的外使用許可に係る電気料金等の費用は、規則にお

いて使用者の負担とされており、協定書においても、「自販機電気代は乙（設

置事業者）負担とする。（メーター検針による請求に対し乙負担）」としている

が、徴収していなかった。 

（姪浜中学校） 

(ｵ) 就学援助費の支給について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの 

学校教育法第19条の規定に基づき校長を通じて支給される就学援助費について

は、教育支援課から校長口座に入金後、速やかに保護者へ支給しなければならな
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い。しかしながら、平成30年度の就学援助費の支給において、次のような事例が

見受けられた。 

就学援助費の支給に当たっては、速やかに事務処理を行うよう十分注意された

い。 

Ａ 平成31年３月に入金された就学援助費を、令和３年４月に支給していた。 

Ｂ 教育支援課に対する報告について、就学援助費支給状況報告書により、全額

支給済みとしていた。 

Ｃ 令和元年度の現金出納簿について、上記Ａの残高を除いた金額で作成してい

た。また、通帳の残高と一致していないにもかかわらず、校長の確認を受けて

いた。 

（玄界中学校） 

（工事監査） 

(1) 局別監査 

ア 総務企画局 

監査の対象となる工事等はなかった。 

イ 財政局 

特に指摘する事項はなかった。 

ウ こども未来局 

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

(ｱ) 空調設備工事の積算を適正に行うべきもの 

海の中道青少年海の家本館空調機更新工事［№３］ 

（契約金額8,322万8,310円） 

本工事はこども施設の空調機を更新する工事である。 

空調設備工事の積算において、塩害防止フィルターは見積りを徴収して単価を

決定していたが、誤って仕様を満足していない見積りを採用して単価を決定して

いた。また、室内機周りのチャンバーに設置する点検口や既存給水管から加湿給

水管を分岐する箇所で使用する配管材を誤って計上していなかった。その結果、

過小な積算となっていた。 

空調機の室内機の据付費について、据付にかかる歩掛の適用が誤っており、ま

た、「公共建築工事標準単価積算基準」により機器が防振基礎の場合は据付費を

割増しする必要があるが誤って割増ししていなかった。さらに、床置形の室内機

や長方形ダクトに対して「公共建築工事標準単価積算基準」に基づく総合調整費

を計上していたが、「同積算基準の解説」によると今回設置したパッケージ形空

気調和機は総合調整費の算定対象でなく、単体機器で運転するため長方形ダクト

に対する総合調整費の計上は不要であった。その結果、過大な積算となっていた。 

今後は、適正な積算に努められたい。 
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 （こども健全育成課、財政局設備課関連） 

※［ ］内の数字は、「別表３ 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す 

エ 経済観光文化局 

(ｱ) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

消火設備工事の積算を適正に行うべきもの 

 マリンメッセ福岡Ａ館大空間散水消火設備改修工事［№12］ 

                      （契約金額２億900万円） 

本工事はマリンメッセ福岡Ａ館における大空間散水消火設備の改修を行う工事

である。 

消火機器の積算において、見積りを徴収して単価を決定していたが、一部の機

器で「福岡市消防用設備等の技術基準」に合致しない見積りを採用した結果、過

小な積算となっていた。 

また、配線工事の積算において、一部の配線工事の労務費について「公共建築

工事標準単価積算基準」に規定されている歩掛を適用せずに、見積りによる単価

を採用した結果、過大な積算となっていた。 

今後は、適正な積算に努められたい。 

 （ＭＩＣＥ推進課、財政局設備課関連） 

(ｲ) 施工において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

施工管理を適正に行うべきもの 

 マリンメッセ福岡Ｂ館周辺整備工事（その２）［№２］ 

                      （契約金額3,883万7,700円） 

本工事はマリンメッセ福岡Ｂ館周辺における乗入口の設置及び下水道管整備を

目的とした道路整備工事である。 

「建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編」では、施工者は、公衆が誤って

作業場に立ち入ることがないよう、固定さく又はこれに類する工作物を設置しな

ければならないとされている。 

また「土木工事安全施工技術指針」では、工事現場の周囲は必要に応じて鋼板、

シート又はガードフェンス等の立入防止施設を設置し、作業員及び第三者に対し

て工事区域を明確にし、さらに道路に近接して掘削等によって開口している箇所

がある場合には、蓋をするか防護柵を設置して、転落防止措置を講じることとさ

れている。 

しかしながら、マンホール設置作業中において、施工箇所を掘削し、開口状態

となっていたにもかかわらず、施工箇所と車道との間に一般の立入りを禁止する

ための柵等を設置しないまま作業を行っていた。 

今後は、適正な施工管理に努めるとともに、受注者への指導を徹底されたい。 

 （課長（ＭＩＣＥ施設整備担当）） 
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※［ ］内の数字は、「別表４ 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す 

オ 道路下水道局 

(ｱ) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

Ａ 管きょ工（泥土圧シールド工法）の積算を適正に行うべきもの 

福岡（今泉二丁目２）外地区下水道築造工事［総合評価］［№５］ 

（契約金額35億3,178万2,948円） 

本工事は浸水対策を目的とした雨水幹線を整備する工事である。 

管きょ工（泥土圧シールド工法）の積算において、一次覆工（φ3000）の機

械器具損料を算出するにあたり、「その他のジャッキ」に「シールドジャッキ

スプレッダー」を含めて計上する必要があるにもかかわらず、誤って計上して

いなかった。 

また、二次覆工のスチールフォーム（φ3000とφ1350）の機械器具損料を算

出するにあたり、３社より見積を徴収し、その平均額を計上していたが、見積

比較表を作成する際、「現地組立指導費」を計上する必要があるにもかかわら

ず、うち１社において、「現地組立指導費」を誤って計上しなかった。 

その結果、過小な積算となっていた。 

今後は、適正な積算に努められたい。 

 （中部下水道課） 

Ｂ 推進工法、舗装工の積算及び諸経費等の算定を適正に行うべきもの 

周船寺第１雨水幹線築造工事［総合評価］［№10］ 

（契約金額14億6,316万3,900円） 

本工事はシールド工法による雨水幹線を築造する工事である。 

推進工法の積算において、代価表を作成して１ｍ当りの単価を算出する際に

単位当たりの数量及びラフテレーンクレーン賃料の適用規格を誤っていた。 

また、カラーアスファルト混合物の資材単価は、使用量に応じた区分の単価

が設定されており、舗装工の積算において、誤った使用量区分の単価を採用し

ていた。 

さらに、一般管理費を含む見積単価を採用していたフラップゲート（水門）

について、諸経費等の対象外とすべきところ、誤って諸経費等の対象としてい

た。 

  その結果、過大な積算となっていた。 

  今後は、適正な積算に努められたい。 

（西部下水道課） 

Ｃ 移動式ガードレール（設置）の積算を適正に行うべきもの 

元岡第４雨水幹線（６）築造工事［総合評価］［№13］ 

（契約金額２億4,802万4,700円） 
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本工事は雨水幹線である水路の拡幅整備を行う築造工事である。 

移動式ガードレール（設置）の積算において適用した施工単価（市場単価）

については、機械経費、労務費及び材料費を含んだ単価となっている。 

しかしながら、本工事においては、移動式ガードレール設置に必要な材料を

発注者が支給（貸与）しているにもかかわらず、材料費を含む施工単価（市場

単価）を適用した結果、過大な積算となっていた。 

今後は、適正な積算に努められたい。 

 （西部下水道課） 

Ｄ 共通費の算定を適正に行うべきもの 

川端ぜんざい広場 西側シャッター更新工事［№21］ 

（契約金額1,277万4,300円） 

  本工事は河川管理施設のシャッターを更新する工事である。 

共通費の算定において、建築工事にて適用する積算の手引きや積算運用細則

（建築工事営繕用）に基づき算定していなかった結果、過大な積算となってい

た。 

今後は、適正な積算に努められたい。 

 （河川課） 

Ｅ 仮設材設置撤去工及び賃料等の積算を適正に行うべきもの 

都市基盤周船寺川河川改修（Ｎｏ．１０５取水施設樋管）工事［№17］ 

（契約金額8,657万8,800円） 

本工事は河川改修に伴う取水施設を整備する工事である。 

仮設材設置撤去工の対象となる仮設材（切梁・腹起し）の質量算出において、

主部材及び副部材の全質量を対象とすべきところ、誤って主部材のみの質量を

算出して積算を行っていた。 

また、仮設材（鋼矢板）賃料等の積算において、当初は撤去を考えていたが、

鋼矢板１本もののうち、一部が撤去出来なくなった場合の未撤去部分について

は、撤去部分の長さ（スクラップ長）により不足分弁償金、または不足分弁償

金に事象発生時点までの賃料を加算するようになっているが、その適用を誤っ

ていた。 

  その結果、過小な積算となっていた。 

  今後は、適正な積算に努められたい。 

 （河川課） 

Ｆ 機器の輸送費の積算を適正に行うべきもの 

上牟田川排水機場 Ｎｏ．１主ポンプ設備改修工事［№22］ 

（契約金額4,720万5,400円） 

  本工事は排水機場の主ポンプ設備の改修を行う工事である。 
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主ポンプ設備改修工事の積算において、主ポンプ設備の分解整備は受注者の

工場で行うことにしているが、工場までの輸送費の算定について、運搬距離を

誤っていたこと、及び、運搬車両の選定を誤っていた結果、過大な積算となっ

ていた。 

今後は、適正な積算に努められたい。 

 （河川課） 

(ｲ) 施工において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

施工管理を適正に行うべきもの 

 比恵（博多駅南一丁目外）地区下水道築造工事［総合評価］［№４］ 

（契約金額２億4,174万400円） 

  本工事は老朽化した下水道管渠の管更生工事である。 

本工事区間における歩道部には、視覚障がい者誘導用ブロックが設置されてお

り、工事にあたっては「福岡市福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル」等

に則り、現状の誘導機能を確保しながら行う必要がある。 

しかしながら、下水道管渠工事に伴い、視覚障がい者誘導用ブロックが一時的

に撤去されていたが、仮設置等による誘導機能の確保が行われていなかった。 

今後は、適正な施工管理に努めるとともに、受注者への指導を徹底されたい。 

 （東部下水道課） 

※［ ］内の数字は、「別表５ 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す 

※［総合評価］は、当該工事が総合評価落札方式により契約されたものであること

を示す 

カ 消防局 

特に指摘する事項はなかった。 

キ 交通局 

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

(ｱ) 機器の輸送費及び据付費の積算を適正に行うべきもの 

福岡市地下鉄七隈線博多駅（仮称）空調設備工事［総合評価］［№８］ 

（契約金額６億6,133万6,500円） 

  本工事は地下鉄七隈線新駅の新設に伴う空調設備工事である。 

空調設備工事の積算において、一部の機器について製造メーカーの工場から現

地までの輸送費を誤って計上していなかった。 

また、「公共建築工事標準単価積算基準」により、機器が防振基礎の場合は据

付費を割増しする必要があるが、一部の機器について誤って割増ししていなかっ

た。 

その結果、過小な積算となっていた。 

今後は、適正な積算に努められたい。 
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 （施設課） 

(ｲ) 給水設備工事及び衛生器具設備工事の積算を適正に行うべきもの 

福岡市地下鉄七隈線中間駅（仮称）給排水設備工事［総合評価］［№７］ 

（契約金額１億8,413万100円） 

本工事は地下鉄七隈線新駅の新設に伴う給排水設備工事である。 

給水設備工事の積算において、配管材のうち一部の継手を誤って計上していな

かった。 

また、衛生器具設備工事の積算において、洋風大便器に温水洗浄便座を設置す

る場合は、普通便座との差額分の労務費を追加計上する必要があるが、誤って計

上していなかった。 

  その結果、過小な積算となっていた。 

  今後は、適正な積算に努められたい。 

 （施設課） 

※［ ］内の数字は、「別表７ 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す 

※［総合評価］は、当該工事が総合評価落札方式により契約されたものであること

を示す 

ク 教育委員会 

(ｱ) 計画において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

土壌汚染対策法を遵守すべきもの 

 西新小学校校舎増築その他工事［総合評価］［№10］ 

（契約金額３億7,251万7,200円） 

 本工事は小学校の校舎を増築する工事である。 

 土壌汚染対策法第４条では、対象となる土地の面積が環境省令で定める規模

（3,000㎡）以上の土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ福岡市長

に届け出なければならないことになっている。 

本工事については、土地の形質の変更を行う面積が3,000㎡未満として届出を

行っていなかったが、同時期に計画された第２グラウンド整備工事も含め、一連

の事業として届出を行う必要があった。 

今後は、適正な手続きに努められたい。 

 （施設課） 

(ｲ) 設計において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

Ａ 防火区画貫通処理の設計を適正に行うべきもの 

松崎中学校便所改造衛生設備工事［№19］ 

（契約金額3,522万900円） 

本工事は中学校の便所改造に伴う衛生設備工事である。 

排水設備工事の設計において、不燃材料でない配管材で「建築基準法施行令
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第112条」による防火区画を貫通する場合は、「同施行令第129条の２の４」に

規定されている国土交通大臣の認定を受けた工法による貫通処理を行う必要が

あるが、行っていなかった。 

  今後は、適正な設計に努められたい。 

 （施設課、財政局設備課関連） 

Ｂ 防火区画等貫通処理の設計を適正に行うべきもの 

西新小学校校舎増築空調設備工事［№23］ 

（契約金額3,152万5,560円） 

本工事は小学校の校舎増築に伴う空調設備工事である。 

空調設備工事の設計において、不燃材料でない配管材で「建築基準法施行令

第112条及び114条」による防火区画等を貫通する場合は、「同施行令第129条の

２の４」に規定されている国土交通大臣の認定を受けた工法による貫通処理を

行う必要があるが、行っていなかった。 

  今後は、適正な設計に努められたい。 

 （施設課、財政局設備課関連） 

Ｃ 設計変更を適正に行うべきもの［重点事項］ 

東箱崎小学校給水施設改良工事［№25］ 

（契約金額3,163万8,200円） 

  本工事は小学校における給水施設の改良を行う工事である。 

給水設備工事における高置水槽について、当初設計の本体寸法では規定の有

効容量が確保できないとの理由で寸法を変更して施工したが、設計変更ガイド

ラインによる設計変更を行っていなかった。 

今後は、適正な設計変更に努められたい。 

 （施設課、財政局設備課関連） 

(ｳ) 積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

Ａ 空調設備工事の積算を適正に行うべきもの 

博多小学校空調設備更新工事［総合評価］［№18］ 

（契約金額１億598万6,100円） 

  本工事は小学校における空調設備の更新を行う工事である。 

空調設備工事の積算において、機器は見積りを徴取して単価を決定していた

が、全熱交換器の見積りについて能力や仕様が誤っており、集中リモコンの見

積りについて仕様で規定する機能を満足していなかった結果、過小な積算とな

っていた。 

また、見積書から見積比較表に転記する際の入力を誤った結果、過大な積算

となっていた。 

空調機の据付や撤去にかかる歩掛が誤っていた結果、過小な積算となってい
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た。また、全熱交換器の据付にかかる歩掛の適用が誤っていた結果、過大な積

算となっていた。 

  今後は、適正な積算に努められたい。 

 （施設課、財政局設備課関連） 

Ｂ 直接仮設工事の積算を適正に行うべきもの 

博多工業高等学校校舎その他外壁改修工事［総合評価］［№７］ 

（契約金額３億1,347万3,600円） 

本工事は高等学校校舎の外壁を改修する工事である。 

直接仮設工事の積算において、工事期間中に開催される学校行事に干渉する

足場等の一時撤去・復旧範囲について、数量の算出を誤った結果、過大な積算

となっていた。 

  今後は、適正な積算に努められたい。 

 （施設課、財政局施設建設課関連） 

Ｃ 共通費の算定を適正に行うべきもの 

福岡第二法務合同庁舎解体工事［総合評価］［№９］ 

（契約金額４億9,953万4,200円） 

本工事は法務合同庁舎を解体する工事である。 

共通費の算定において、下請となる設備工事の共通仮設費率及び現場管理費

率の算定を誤った結果、過小な積算となっていた。 

  今後は、適正な積算に努められたい。 

 （施設課、財政局施設建設課関連） 

Ｄ 共通費、鍵交換工事及び外構工事の積算を適正に行うべきもの 

（仮称）全市域エリア高等特別支援学校校舎内部改造その他工事［総合評価］

［№11］ 

（契約金額３億8,542万2,400円） 

  本工事は特別支援学校の新設に伴う内部改造及び増築を行う工事である。 

共通費の算定において、新営工事と改修工事を一括発注する場合は、共通仮

設費と現場管理費は、新営工事と改修工事に区分して算定することとされてい

るが、全て新営工事で算定した結果、過小な積算となっていた。 

また、鍵交換工事の一部において、見積りから単価を採用するにあたり、見

積比較表及び積算額内訳書に転記する際の入力を誤った結果、過大な積算とな

っていた。 

さらに、外構工事において、暗渠側溝の数量を誤った結果、過大な積算とな

っていた。 

  今後は、適正な積算に努められたい。 

 （施設課、財政局施設建設課関連） 
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Ｅ 衛生設備工事の積算を適正に行うべきもの 

（仮称）全市域エリア高等特別支援学校校舎内部改造その他衛生設備工事

［№20］ 

（契約金額5,673万2,500円） 

  本工事は特別支援学校の新設における内部改造に伴う衛生設備工事である。 

衛生器具設備工事の積算において、福祉型便房に設置する洋風大便器の取付

費及び見積りの仕様が誤っていた。給水設備工事の積算において、屋外露出給

水管における保温工事の単価適用が誤っていた。給水及び消火設備工事の積算

において、配管材のうち一部の継手を誤って計上していなかった。排水設備工

事の積算において、オイル阻集器は見積りを徴取して単価を決定していたが、

誤って仕様を満足していない見積りを採用して単価を決定していた。 

  その結果、過小な積算となっていた。 

給水設備工事の積算において、配管貫通に伴うはつり工事における口径を誤

っていた結果、過大な積算となっていた。 

  今後は、適正な積算に努められたい。 

 （施設課、財政局設備課関連） 

Ｆ 高圧引込ケーブルの積算を適正に行うべきもの 

西新小学校校舎増築その他電気工事［№22］ 

（契約金額7,060万2,400円） 

本工事は小学校校舎増築に伴う電気工事である。 

高圧引込ケーブルの積算において、設計変更にて高圧ケーブルを耐火仕様に

変更したが、誤って低圧ケーブル（耐火仕様）の単価を適用した結果、過小な

積算となっていた。 

  今後は、適正な積算に努められたい。 

 （施設課、財政局設備課関連） 

Ｇ 空調設備工事の積算を適正に行うべきもの 

西新小学校校舎増築空調設備工事［№23］ 

（契約金額3,152万5,560円） 

  本工事は小学校の校舎増築に伴う空調設備工事である。 

空調設備工事の積算において、換気機器は見積りを徴取して単価を決定して

いたが、全熱交換器の見積りについて誤って仕様に合致しない見積もりを採用

し、誤った査定率を適用していた。また、全熱交換器の据付にかかる歩掛の適

用が誤っていた。その結果、過大な積算となっていた。 

空調機における室内機と室外機の間の渡り配線を誤って計上していなかった

結果、過小な積算となっていた。 

  今後は、適正な積算に努められたい。 
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 （施設課、財政局設備課関連） 

Ｈ 衛生設備工事の積算を適正に行うべきもの 

東箱崎小学校給水施設改良工事［№25］ 

（契約金額3,163万8,200円） 

  本工事は小学校における給水施設の改良を行う工事である。 

給水設備工事の積算において、屋外露出給水管における保温工事の単価適用

が誤っていた結果、過小な積算となっていた。また、高置水槽の据付費につい

て「公共建築工事標準単価積算基準」によると、現場組立形パネルタンクの据

付費は見積りによることとなっているが、採用した見積りに含まれる据付費に

加えて一体形タンクの歩掛による据付費も重複して計上した結果、過大な積算

となっていた。 

消火設備工事の積算において、屋内消火栓ポンプは見積りを徴取して単価を

決定していたが見積りの仕様が誤っており、また、消火配管の単価適用が誤っ

ていた。その結果、過大な積算となっていた。 

設計変更にて、一部の給水管・消火管の配管ルートを地中埋設から天井内に

変更し、それに伴い天井点検口の設置を追加したが、誤って計上していなかっ

た結果、過小な積算となっていた。 

  今後は、適正な積算に努められたい。 

 （施設課、財政局設備課関連） 

Ｉ 共通費の算定を適正に行うべきもの 

学校給食センター有田支所解体工事［総合評価］［№15］ 

（契約金額１億8,765万4,500円） 

  本工事は学校給食センターの解体を行う工事である。 

共通費の算定において、アスベスト除去工事に係る共通費の率の適用を誤っ

た結果、過大な積算となっていた。 

  今後は、適正な積算に努められたい。 

 （用地・建替計画課、財政局施設建設課関連） 

(ｴ) 施工において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

施工管理を適正に行うべきもの 

 元岡地区新設中学校周辺道路整備工事（その１）［№６］ 

                     （契約金額6,022万3,900円） 

本工事は新設中学校周辺部における道路改良工事である。 

本工事区間における横断歩道の手前には、視覚障がい者誘導用ブロックが設置

されており、工事にあたっては「福岡市福祉のまちづくり条例 施設整備マニュ

アル」等に則り、現状の誘導機能を確保しながら行う必要がある。 

しかしながら、歩道の改良工事に伴い、視覚障がい者誘導用ブロックが一時的
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に撤去されていたが、仮設置等による誘導機能の確保が行われていなかった。 

今後は、適正な施工管理に努めるとともに、受注者への指導を徹底されたい。 

 （用地・建替計画課、財政局施設建設課関連） 

(ｵ) 委託において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

委託料の積算を適正に行うべきもの 

 元岡地区新設中学校新築設備工事基本設計業務委託［№29］ 

                     （契約金額639万1,000円） 

本委託は新設中学校の新築に伴う設備工事の基本設計を行う業務委託である。 

本委託は「福岡市役所地球温暖化対策率先実行計画」に基づく省エネ性能の向

上を図る施設の設計を行うこととしており、その場合の委託料の算定においては、

「建築工事設計等業務委託料算定基準」により業務人・時間数に対して難易度係

数による補正を行う必要がある。 

しかしながら、誤って難易度係数の補正を行わなかった結果、過小な積算とな

っていた。 

今後は、適正な積算に努められたい。 

 （用地・建替計画課、財政局設備課関連） 

※［ ］内の数字は、「別表８ 監査を実施した工事等一覧表」の番号を示す 

※［重点事項］は、今期の工事監査の重点事項である「契約変更」に係る注意事項

であることを示す 

※［総合評価］は、当該工事が総合評価落札方式により契約されたものであること

を示す 

 

別表１ 

監査を実施した事務を所管する課等一覧表 

局 等 監 査 実 施 対 象 

総務企画局 行政部 総務課、情報公開室、法制課、行政

マネジメント課、公正職務推進室 

ＤＸ戦略部 情報システム課、データ活用推進

課、システム刷新課、ＤＸ戦略課、

サービスデザイン課 

財政局 財政部 総務資金課、財政調整課、契約監理

課、契約課 

技術監理部 技術企画課、技術監理課、検査課 

こども未来局 子育て支援部 指導監査課（姪浜保育所、香椎保育

所、田隈保育所、那珂保育所、馬出
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保育所、南庄保育所、千代保育

所）、保育支援課、こども発達支援

課 

経済観光文化局 総務・中小企業部 総務課、政策調整課、経営支援課、

地域産業支援課 

部長（国際金融機能誘致

担当） 

課長（国際金融機能誘致担当） 

国際経済・コンテンツ部 海外ビジネス支援課、国際経済企画

課、コンテンツ振興課、まつり振興

課 

博物館 運営課、学芸課、市史編さん室 

道路下水道局 計画部 道路利活用推進課、道路計画課、高

速道路推進課、下水道企画課、下水

道計画課、河川計画課 

下水道施設部 施設調整課、施設整備課、水質管理

課、東部水処理センター、中部水処

理センター、西部水処理センター、

和白水処理センター 

消防局 消防学校 教育課 

予防部 予防課、指導課、査察課、防災セン

ター 

東消防署 予防課、警備課 

博多消防署 予防課、警備課 

中央消防署 予防課、警備課 

南消防署 予防課、警備課 

交通局 総務部 総務課、課長（給与担当）、経営企

画課、財務課 

営業部 マーケティング推進室、広告・駅ナ

カ事業課 

教育委員会 教育支援部 教育支援課、課長（高校総体担

当）、健康教育課、課長（学校等感

染症対策担当）、給食運営課、学校

給食センター 

指導部 学校企画課、小学校教育課、中学校
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教育課、高校教育課、安全・安心推

進課、教育ＩＣＴ推進課、課長（特

別支援学校開校準備等担当）  

教育センター 人材育成課 

高等学校 福翔高等学校 

小学校 内浜小学校、玄界小学校、東花畑小

学校、美和台小学校、八田小学校、

照葉北小学校 

中学校 当仁中学校、姪浜中学校、玄界中学

校、柏原中学校 

特別支援学校 今津特別支援学校 

別表２ 

財政局 監査を実施した工事等一覧表 

№ 工 事 名 契 約 金 額 工 期 

１ ZEB化事例集作成業務委託 4,070,000 円 
令和４年１月８日から

令和４年３月25日まで 

別表３ 

こども未来局 監査を実施した工事等一覧表 

№ 工 事 名 契 約 金 額 工 期 

１ 
［小規模工事等監査］ 

背振少年自然の家案内標識撤去工事 
933,900円 

令和３年10月２日から

令和３年12月25日まで 

２ 
海の中道青少年海の家宿泊室ベッド

更新工事 
74,923,200円 

令和４年12月14日から

令和５年３月７日まで 

３ 
海の中道青少年海の家本館空調機更

新工事 
83,228,310円 

令和４年８月10日から

令和５年３月15日まで 

４ 背振少年自然の家外灯改修工事 48,189,900円 
令和４年11月12日から

令和５年３月15日まで 

５ 

［小規模工事等監査］ 

海の中道青少年海の家受変電設備更

新検討業務委託 

869,000円 
令和３年７月２日から

令和３年８月６日まで 

別表４ 

経済観光文化局 監査を実施した工事等一覧表 

№ 工 事 名 契 約 金 額 工 期 

１ 

［小規模工事等監査］ 

マリンメッセ福岡花によるおもてなし

空間整備業務委託 

396,000円 
令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで 
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２ 
マリンメッセ福岡Ｂ館周辺整備工事

（その２） 
38,837,700円 

令和２年10月24日から

令和３年４月30日まで 

３ 

［小規模工事等監査］ 

福岡市水素ステーション 各エンクロ

ージャー補修塗装業務委託 

1,611,500円 
令和５年１月16日から

令和５年１月31日まで 

４ 

［小規模工事等監査］ 

「博多町家」ふるさと館建築工事基本

設計業務委託 

2,178,000円 
令和５年１月14日から

令和５年３月31日まで 

５ 
マリンメッセ福岡Ａ館天井改修その他

工事 
257,537,500円 

令和３年10月７日から

令和４年３月25日まで 

６ 
令和４年度マリンメッセ福岡歩行者用

上屋設置工事［総合評価］ 
99,094,600円 

令和４年６月22日から

令和５年１月10日まで 

７ 

［小規模工事等監査］ 

旧大名小学校南北通路整備設備工事検

討調査業務委託 

871,200円 
令和３年８月31日から

令和３年11月１日まで 

８ 舞鶴公園本丸跡照明灯設置工事 32,928,500円 
令和４年５月18日から

令和５年１月24日まで 

９ 

福岡城むかし探訪館、鴻臚館跡展示館

及び福岡城・鴻臚館案内処（三の丸ス

クエア）管理運営業務委託 

30,247,800円 
令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで 

10 
マリンメッセ福岡Ａ館熱源改修その他

設備工事［総合評価］ 
113,711,400円 

令和３年７月８日から

令和４年３月15日まで 

11 
マリンメッセ福岡Ａ館特別高圧受電設

備更新工事［総合評価］ 
442,391,400円 

令和２年12月17日から

令和４年３月15日まで 

12 
マリンメッセ福岡Ａ館大空間散水消火

設備改修工事 
209,000,000円 

令和３年７月15日から

令和４年３月15日まで 

別表５ 

道路下水道局 監査を実施した工事等一覧表 

№ 工 事 名 契 約 金 額 工 期 

１ 
月隈第10雨水幹線（1）築造工事［総

合評価］ 
470,297,300円 

令和４年１月26日から

令和５年２月19日まで 

２ 
比恵（博多駅中央街外）地区下水道築

造工事［総合評価］ 
209,212,300円 

令和３年６月９日から

令和４年６月30日まで 

３ 
博多（中洲五丁目外）地区下水道築造

工事［総合評価］ 
204,811,200円 

令和３年６月９日から

令和４年３月15日まで 

４ 
比恵（博多駅南一丁目外）地区下水道

築造工事［総合評価］ 
241,740,400円 

令和３年12月４日から

令和５年３月15日まで 
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５ 
福岡（今泉二丁目２）外地区下水道築

造工事［総合評価］ 
3,531,782,948円 

平成30年７月４日から

令和５年３月31日まで 

６ 
平尾高宮（高宮四丁目）地区下水道築

造工事［総合評価］ 
225,161,200円 

令和２年６月27日から

令和４年８月31日まで 

７ 
福岡（荒戸二丁目外）地区下水道築造

工事［総合評価］ 
155,075,800円 

令和３年３月25日から

令和４年２月28日まで 

８ 天神幹線（２）築造工事［総合評価］ 348,509,700円 
令和３年６月19日から

令和４年６月30日まで 

９ 中部６号幹線外築造工事設計業務委託 74,462,300円 
令和２年９月15日から

令和４年３月15日まで 

10 
周船寺第１雨水幹線築造工事［総合評

価］ 
1,463,163,900円 

令和元年９月14日から

令和４年９月30日まで 

11 
七隈（茶山五丁目）外地区下水道築造

工事［総合評価］ 
174,938,500円 

令和２年10月22日から

令和３年７月８日まで 

12 
筥松香椎汚水幹線（１）築造工事［総

合評価］ 
240,123,400円 

令和３年３月25日から

令和４年10月15日まで 

13 
元岡第４雨水幹線（６）築造工事［総

合評価］ 
248,024,700円 

令和３年９月７日から

令和４年10月17日まで 

14 菰川幹線（１）築造工事［総合評価］ 230,082,600円 
令和４年２月15日から

令和４年10月22日まで 

15 
令和４年度 単価契約 西部地区試掘

調査業務委託 
11,346,731円 

令和４年４月８日から

令和５年３月17日まで 

16 

都市基盤金屑川河川改修（Ｎｏ．１１

６～Ｎｏ．１２０左岸）工事［総合評

価］ 

166,395,900円 
令和２年８月25日から

令和３年６月30日まで 

17 
都市基盤周船寺川河川改修（Ｎｏ．１

０５取水施設樋管）工事 
86,578,800円 

令和３年６月８日から

令和４年７月15日まで 

18 道手池改修（その１）工事 36,346,200円 
令和４年８月10日から

令和５年２月16日まで 

19 
［小規模工事等監査］ 

河川施設応急復旧資材設置工事 
1,566,565円 

令和５年２月28日から

令和５年３月25日まで 

20 

［小規模工事等監査］ 

唐の原第３雨水幹線築造工事 家屋事

前調査業務委託 

1,739,100円 
令和４年３月29日から

令和４年７月29日まで 

21 
川端ぜんざい広場 西側シャッター更

新工事 
12,774,300円 

令和３年４月24日から

令和３年10月31日まで 
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22 
上牟田川排水機場 Ｎｏ．１主ポンプ

設備改修工事 
47,205,400円 

令和３年７月２日から

令和４年３月25日まで 

23 
上牟田川排水機場外 電気設備更新工

事（その３） 
60,500,000円 

令和３年７月８日から

令和４年３月15日まで 

24 
吉塚新川排水機場外５施設機器の運転

保守業務委託 
33,550,000円 

令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで 

25 

［小規模工事等監査］ 

吉塚新川排水機場外２か所 自家用電

気工作物保守点検業務委託 

1,049,400円 
令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで 

別表６ 

消防局 監査を実施した工事等一覧表 

№ 工 事 名 契 約 金 額 工 期 

１ 
［小規模工事等監査］ 

消防本部外22箇所樹木管理業務委託 
2,209,900円 

令和４年６月15日から

令和５年３月31日まで 

２ 
中央消防署平尾出張所移転改築工事［

総合評価］ 
299,653,200円 

令和３年６月16日から

令和４年５月30日まで 

３ 

［小規模工事等監査］ 

南消防署桧原出張所外２箇所外壁全面

打診調査業務委託 

1,507,000円 
令和４年９月22日から

令和５年２月28日まで 

４ 
福岡市消防学校施設整備基本計画策定

業務委託 
5,940,000円 

令和４年７月12日から

令和５年２月28日まで 

５ 
中央消防署平尾出張所移転改築電気工

事 
41,471,100円 

令和３年７月13日から

令和４年６月６日まで 

６ 
中央消防署平尾出張所移転改築衛生設

備工事 
15,527,160円 

令和３年７月13日から

令和４年６月６日まで 

７ 西消防署空調設備更新工事 16,736,940円 
令和３年８月13日から

令和３年12月20日まで 

８ 

［小規模工事等監査］ 

東消防署外１３箇所消防用設備等点検

業務委託 

2,409,000円 
令和４年10月21日から

令和５年３月24日まで 

９ 

［小規模工事等監査］ 

移動式呼吸用高圧空気圧縮機定期点検

業務 

1,306,096円 
令和４年９月13日から

令和４年11月30日まで 

10 
［小規模工事等監査］ 

ライフスコープＶＳ 点検 
910,800円 

令和５年１月13日から

令和５年３月31日まで 
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11 

［小規模工事等監査］ 

ヘリコプター（ＪＡ０８ＦＣ及びＪＡ

１８ＡＲ）保守点検に係る委託 

70,983,000円 
令和３年４月１日から

令和４年３月31日まで 

別表７ 

交通局 監査を実施した工事等一覧表 

№ 工 事 名 契 約 金 額 工 期 

１ 
福岡市地下鉄七隈線博多駅（仮称）工

区建設工事［総合評価］ 
18,750,182,280円 

平成25年12月５日から

令和５年１月15日まで 

２ 
福岡市地下鉄七隈線櫛田神社前駅下水

道復旧工事 
54,100,200円 

令和４年１月18日から

令和４年９月30日まで 

３ 
令和４年度 空港・箱崎線線路検査業

務委託 
134,200,000円 

令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで 

４ 
福岡市地下鉄七隈線博多駅（仮称）建

築工事［総合評価］ 
1,799,833,200円 

令和２年11月13日から

令和５年３月15日まで 

５ 博多駅内外装改修工事（その１） 85,604,200円 
令和４年10月12日から

令和５年２月８日まで 

６ 
令和４年度七隈線延伸に伴う掲示標変

更等業務委託（その１） 
114,290,000円 

令和４年７月13日から

令和５年３月30日まで 

７ 
福岡市地下鉄七隈線中間駅（仮称）給

排水設備工事［総合評価］ 
184,130,100円 

令和２年11月18日から

令和４年11月16日まで 

８ 
福岡市地下鉄七隈線博多駅（仮称）空

調設備工事［総合評価］ 
661,336,500円 

令和２年７月30日から

令和５年１月31日まで 

９ 
福岡市地下鉄七隈線博多駅（仮称）昇

降機設備工事［総合評価］ 
517,869,000円 

令和２年12月26日から

令和５年１月31日まで 

10 
博多駅エスカレーターリニューアル工

事 
208,389,500円 

令和４年３月１日から

令和５年３月24日まで 

11 

福岡市地下鉄七隈線中間駅（仮称）外

1駅可動式ホーム柵設備工事［総合評

価］ 

220,880,000円 
令和３年４月13日から

令和５年１月31日まで 

12 七隈線列車無線更新工事［総合評価］ 989,109,000円 
令和元年12月21日から

令和４年６月30日まで 

13 
福岡市地下鉄七隈線博多駅（仮称）電

気設備工事［総合評価］ 
416,139,900円 

令和２年７月30日から

令和５年１月31日まで 

14 令和4年度ずい道照明改良工事 76,121,100円 
令和４年６月10日から

令和５年１月31日まで 

別表８ 

教育委員会 監査を実施した工事等一覧表 
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№ 工 事 名 契 約 金 額 工 期 

１ 和白丘中学校擁壁改良工事 53,014,500円 
令和３年７月13日から

令和４年３月25日まで 

２ 
西都地区新設小学校水路改良工事（西

側） 
47,506,800円 

令和２年11月18日から

令和３年６月30日まで 

３ 西都北小学校グラウンド等整備工事 45,974,500円 
令和４年６月14日から

令和５年３月15日まで 

４ 西都北小学校防球ネット設置工事 67,984,400円 
令和４年８月10日から

令和５年３月15日まで 

５ 

［小規模工事等監査］ 

西戸崎小学校外１校松枯れ予防業務委

託 

2,137,300円 
令和４年12月10日から

令和５年３月13日まで 

６ 
元岡地区新設中学校周辺道路整備工事

（その１） 
60,223,900円 

令和４年７月12日から

令和５年３月15日まで 

７ 
博多工業高等学校校舎その他外壁改修

工事［総合評価］ 
313,473,600円 

令和３年６月16日から

令和４年２月15日まで 

８ 松崎中学校便所改造木製建具工事 11,062,700円 
令和３年７月27日から

令和３年12月７日まで 

９ 
福岡第二法務合同庁舎解体工事［総合

評価］ 
499,534,200円 

令和３年８月19日から

令和４年12月７日まで 

10 
西新小学校校舎増築その他工事［総合

評価］ 
372,517,200円 

令和４年６月24日から

令和５年３月14日まで 

11 

（仮称）全市域エリア高等特別支援学

校校舎内部改造その他工事［総合評

価］ 

385,422,400円 
令和４年６月24日から

令和５年３月20日まで 

12 横手小学校屋上防水改修工事（予防） 46,608,100円 
令和４年７月12日から

令和４年11月22日まで 

13 
大楠小学校留守家庭子ども会施設改築

工事 
88,198,000円 

令和４年８月10日から

令和５年２月20日まで 

14 
春住小学校校舎その他改築工事実施設

計業務委託 
57,050,400円 

令和３年７月８日から

令和４年２月28日まで 

15 
学校給食センター有田支所解体工事

［総合評価］ 
187,654,500円 

令和３年６月12日から

令和４年３月15日まで 

16 
元岡地区新設中学校新築工事基本設計

業務委託 
28,886,000円 

令和４年11月８日から

令和５年３月24日まで 

17 平尾中学校校舎内部改造電気工事 60,945,500円 
令和３年６月10日から

令和３年11月９日まで 
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18 
博多小学校空調設備更新工事［総合評

価］ 
105,986,100円 

令和３年６月４日から

令和３年11月30日まで 

19 松崎中学校便所改造衛生設備工事 35,220,900円 
令和３年６月10日から

令和３年12月14日まで 

20 
（仮称）全市域エリア高等特別支援学

校校舎内部改造その他衛生設備工事 
56,732,500円 

令和４年６月28日から

令和５年２月７日まで 

21 
（仮称）全市域エリア高等特別支援学

校校舎内部改造その他電気工事 
85,289,600円 

令和４年６月28日から

令和５年２月７日まで 

22 西新小学校校舎増築その他電気工事 70,602,400円 
令和４年６月28日から

令和５年３月15日まで 

23 西新小学校校舎増築空調設備工事 31,525,560円 
令和４年７月14日から

令和５年３月20日まで 

24 花畑小学校夜間照明設備更新工事 24,885,630円 
令和４年８月10日から

令和５年１月31日まで 

25 東箱崎小学校給水施設改良工事 31,638,200円 
令和４年８月19日から

令和５年３月28日まで 

26 
特別支援学校外消防設備保守点検業務

委託 
37,070,000円 

令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで 

27 

［小規模工事等監査］ 

香椎浜小学校特別教室空調設備設置電

気工事 

2,174,700円 
令和３年11月６日から

令和４年３月15日まで 

28 
［小規模工事等監査］ 

給食用リフト（Ｄ）保守点検業務委託 
1,193,500円 

令和４年12月15日から

令和５年１月31日まで 

29 
元岡地区新設中学校新築設備工事基本

設計業務委託 
6,391,000円 

令和４年11月８日から

令和５年３月24日まで 

30 

［小規模工事等監査］ 

発達教育センターＡＶ設備等保守点検

業務委託 

1,579,600円 
令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで 

 


